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日本小児泌尿器科学会 評議員選挙のお知らせ 

 

謹啓 

 初夏の候、先生方におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。新型コロナウィルスでは現場で大変ご苦労をされていることとお察しい

たします。 

 早速ではございますが、2021 年に標記 評議員選挙がございます。会則 第 20

条（下記参照）により選挙権ならびに被選挙権が規定されております。選挙前年

（2020 年）の 9月 1日現在の会員で 2020 年の会費未納者を除くとなっておりま

す。2020 年の会費の納入されていない先生は、8月 31 日までにお振り込みいた

だきますようお願い申し上げます。例年、6月または 7月に開催される学術集会

ご参加の折に会費納入をされている先生も多いかと思いますが、今年度は学術

集会開催時（2021 年 1 月 31 日(金)から 2月 2日(日)）の納入では、選挙権なら

びに被選挙権を喪失される可能性がありますのでご注意下さい。 

 まずは略儀ながら、お知らせ旁々お願い申し上げます。 

謹白 

  

日本小児泌尿器科学会 

理事長 金子 一成 

 

記 

日本小児泌尿器科学会会則（抜粋） 

 

第 20 条 （評議員の選出） 

２．選挙権は、選挙の前年の 9月 1日現在の会員がこれを有する。但し、選挙の

前年の 9月 1日の時点でその年度の会費が未納の会員を除く。 

３．評議員の被選挙権は、選挙前年の 9 月 1 日現在、引き続き 3 年以上本学会

会員であったものが、これを有する。但し、選挙の前年の 9月 1日の時点で

その年度の会費が未納の会員を除く。 

以上 

 


